
市、市民、NPO、企業等の連携・協働による取組により、男女の人権が尊重され、対等なパートナーシップに基づき、一人一人が多様な個性や能力を十分に発揮でき

る『男女共同参画社会』の実現を目指すとともに、本市の都市像である「国際平和文化都市」の実現に寄与する。

第３次広島市男女共同参画基本計画の骨子（素案）

第１章 計画の基本的な考え方

目指す姿

・第２次基本計画における課題については、男女共同参画を推進していく上で今後も継続して対応すべきと考えられることから、この第２次基本計画における基本目標は基本的には引き継ぐこととする。

・その上で、これまでの取組状況を踏まえながら、今後５年間で集中的・重点的に取り組むべき男女共同参画の推進に直接的に寄与する施策を中心として体系を再整理する。

・第２次基本計画改定後の法改正や第５次男女共同参画基本計画の策定状況等の国の動向及び社会情勢の変化を勘案するほか、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の視点を反映する。

第２章 各施策について

基本方針

基本施策 ・市の政策・方針決定過程への女性の

参画の拡大

・市の関係団体などにおける方針決定

過程等への女性の参画の促進

・防災分野における女性の参画の拡大

・女性の職業生活における活躍の推進

・職業生活と家庭生活の両立に向けた職

場環境の整備

・男性にとっての男女共同参画の推進

・子育てや介護等の支援の充実

・多様な就業ニーズを踏まえた就業支援

の推進

・女性の参画が少ない分野における男女

共同参画の推進

・生活上の困難を抱える女性等への

支援

・生涯を通じた男女の健康の保持増

進対策の推進

・性と生殖に関する健康と権利の浸

透

・女性に対するあらゆる暴力根絶のた

めの認識の徹底と対応

・配偶者からの暴力の防止と被害者へ

の支援の充実

・セクシュアル・ハラスメント等の防止と

被害者への支援の充実

・女性や子どもに対する性暴力、売買

春などの根絶に向けた対策の推進

・互いの人権を尊重し合う教育や啓発の推進

・男女共同参画推進拠点施設における取組

の推進

・男女共同参画の視点からの広報・啓発活動

の推進

・子どもの頃からの男女共同参画を推進する

教育の充実

・平和の発信と国際理解・国際協力の推進

第３章 計画の推進体制

・国、県、市町、経済団体等と連携し、男女共同参画の推進に係る取組を着実に展開し、実効性を確保する。

・市長をトップとして、全ての局・区長等で構成する「男女共同参画推進本部」により、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図る。

・毎年度、施策の目標（指標）の達成状況の把握や施策の推進状況を掲載した年次報告書を作成し、男女共同参画の推進状況、施策の実施状況を公表する。

・市長の諮問機関であり、男女共同参画に関する有識者や公募委員などにより構成する「男女共同参画審議会」において、男女共同参画の施策の進捗状況などを検証し評価する。

・男女共同参画を推進する拠点施設である「男女共同参画推進センター」において、その運営主体となる指定管理者と連携を図りながら、積極的な事業を展開する。

働く場における男女共同参画の推
進と職業生活と家庭生活の両立

安心して暮らせる社会の実現
女性に対するあらゆる暴力の根絶
と被害者への支援

男女の人権を尊重する市民意識
の醸成

あらゆる分野における政策・方針
の立案及び決定への女性の参画
の拡大

女性活躍推進法に基づく市町村推進計画 ＤＶ防止法に基づく市町村基本計画

基本方針１ 基本方針２ 基本方針３ 基本方針４ 基本方針５

別紙５


